
津市公告第３４号 

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 

  平成２１年３月１３日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

１ 抑留日  平成２１年３月１１日 

２ 抑留期間 平成２１年３月１８日まで 

番号 捕獲した 

場所 

種類 

 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 

 

 

津市 

美杉町八知 

雑種 茶 

 

メス 中 ９１日

以上 

 

 

3 連絡先 津市環境部環境保全課 

         電話 ０５９－２２９－３２８２ 

      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 

         電話 ０５９－２２３－５１９２ 

 

 

 



津市選挙管理委員会告示第１１号 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条

第１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の

数、同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の

総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８

１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数

の３分の１の数を次のとおり告示する。 
  平成２１年３月２日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 

 

１ ５０分の１の数     ４,６２６人 

 

２  ６分の１の数    ３８,５４７人 

 

３  ３分の１の数    ７７,０９４人 

 

 

 

 

 

 

       



津市選挙管理委員会告示第１２号 
 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第１項の規定により、津

市河内財産区議会議員選挙の任期満了による一般選挙を次のとおり定めたので、

同条第５項の規定により告示する。 
  平成２１年３月３日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎  
  選挙期日   平成２１年３月８日                        



津市選挙管理委員会告示第１３号 
 平成２１年３月８日執行の津市河内財産区議会議員選挙における投票所を次

のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４１条第１

項の規定により告示する。 
  平成２１年３月３日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎   

投票所 津市落合の郷管理棟                         



津市選挙管理委員会告示第１４号 
 平成２１年３月８日執行の津市河内財産区議会議員選挙における投票所の開

閉時間を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０条第１項ただし書の

規定により次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成２１年３月３日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎  
  投票所を開く時間     午前７時  
  投票所を閉じる時間    午後６時                        



津市選挙管理委員会告示第１５号 
 平成２１年３月８日執行の津市河内財産区議会議員選挙における開票の事務

は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７９条第１項の規定により選

挙会の事務に併せて行うこととするので、同条第２項の規定により告示する。 
  平成２１年３月３日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎                            



津市選挙管理委員会告示第１６号 
 平成２１年３月８日執行の津市河内財産区議会議員選挙における選挙会の場

所及び日時を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号） 
第７８条の規定により告示する。 
  平成２１年３月３日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎  
１ 場 所  津市落合の郷管理棟 

 

２ 日 時  平成２１年３月８日 午後７時００分から 

 

 （ただし、無投票の場合の選挙会は、平成２１年３月９日午前９時より定め

られた場所で行う。）                     





津市選挙管理委員会告示第１８号 
 平成２１年３月８日執行の津市河内財産区議会議員選挙における期日前投票

所を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８

条の２第３項において準用する同法第４１条第１項の規定により告示する。 
  平成２１年３月３日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 

１ 期日前投票所の場所 

  津市芸濃総合支所 ２階 防災会議室 

 

２ 期日前投票所を設ける期間 

  平成２１年３月４日から平成２１年３月７日まで 

                     





津市選挙管理委員会告示第２０号 
 平成２１年３月８日執行の津市河内財産区議会議員選挙において、公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定により投票記載所の

氏名等の掲示の掲載順序を定めるためのくじを行う日時及び場所を次のとおり

定めたので、公職選挙事務執行規程（平成７年三重県選管告示第５号）第８５

条の規定により告示する。 
  平成２１年３月３日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎  
１ くじの場所  津市選挙管理委員会事務局 

 

２ くじの日時  平成２１年３月３日 午後５時３０分 

 

                    



津市選挙管理委員会告示第２１号 
 平成２１年３月８日執行の津市河内財産区議会議員選挙における候補者１人

の選挙運動に関する支出金額の制限額を公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第１９４条第１項第３号及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令８９号）

第１２７条第１項の規定により次のとおり定めたので、公職選挙法第１９６条

の規定により告示する。 
  平成２１年３月３日  
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎  
  支出金額の制限額   ９１４，２００円  





津市水道局告示第３号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局

指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第１０

条第１号の規定により告示する。 

  平成２１年３月２日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

名称 所在地 指定年月日 

有限会社平濱 三重郡川越町当新田７７０番地 平成２１年２月１９日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市水道局告示第４号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の廃

止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年

水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。 

  平成２１年３月９日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

名称 所在地 廃止年月日 

ミタキ設備 四日市市浜田町６番１１号 平成２０年４月１７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市水道局告示第５号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局

指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第１０

条第１号の規定により告示する。 

  平成２１年３月９日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

名称 所在地 指定年月日 

株式会社せいすい設備工

業 

大阪府牧方市津田西町１丁

目３番５号 

平成２１年２月２４日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































